
区　分　　 歳出総額（A） 人件費（B） 人件比率（B／A）

平成20年度 47億6,856万5千円 10億6,043万6千円　 22.2%

表１　人件費の状況　　　　　　 （地方財政状況調べ：普通会計）

・特別職に支給される給料、報酬などを含む。

区　　　　分
経　　験　　年　　数

５年以上10年未満

一般行政職
大学卒

高校卒

技能労務職 高校卒

250,800円 271,283円

250,800円

10年以上15年未満

表３ 職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況

367,877円 341,205円

一 般 行 政 職

平均給料月額 平均年齢

技 能 労 務 職

47.5歳

区 分

津 別 町

※ 国家公務員行政職 (一) 月額俸給＋地域手当等　357,939円　41.5歳

47.8歳

平均年齢平均給料月額

表４ 職員の平均給料月額と平均年齢の状況　　

5,676万1千円 1億9,332万1千円4億6,119万4千円 7億1,127万6千円

表２　職員給与費の状況（一般会計当初予算） （特別職を除く）

区 分
給　　　　　与　　　　　費職員数

給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B)

１人当たり
給与費
（B／A）

(A)

682万円

・職員手当は、退職手当、期末・勤勉手当を除いた諸手当の総額です。

・給与費は当初予算に計上した額で、教育長を含んでいます。

平　成
20年度 106人

表７　主な職員手当の内容
q扶養手当 （平成21年４月１日現在）

配偶者がない場合

扶養親族でない配偶者を有する場合

配 偶 者 第 1 子

13,000円 6,500円 6,500円

｜ 11,000円 6,500円

｜ 6,500円

第2子以降世　帯　の　形　態

w住居手当

◆借家等の場合（家賃が12,000円を超えるものに限る）

家賃の額に応じて、27,000円を限度に支給する。

◆自宅の場合　　　　 2,500円 (新築、購入後５年間に限り1,500円加算)

他の助成制度を受けている場合は1,900円

常任委員長

町　　長

副 町 長

教 育 長

議　　長

副 議 長

議　　員

給
　
　
　
料

報
　
　
　
酬

区　　分 給料月額等 期末手当

750,000円

650,000円

580,000円

300,000円

240,000円

215,000円

198,000円

6月期

1.40月分

12月期

1.60月分

計

3.00月分

表５　特別職の給料・報酬の状況　
（平成21年４月１日現在）区　　分

大 学 卒

級・号俸

短 大 卒

高 校 卒

決定初任給

一
般
行
政
職

１級25号俸

１級15号俸

１級５号俸

172,200円

152,800円

140,100円

表８　初任給の状況
（試験採用：平成21年4月1日現在）

e期末・勤勉手当の年間支給割合
（平成21年4月1日現在）

12月

６月

計

1.40月分

1.60月分

3.00月分

0.75月分

0.75月分

1.50月分

区　分 期　末 勤　勉 職務加算

有

津　別　町　と　同　じ

津
　
別
　
町

国

表９　部門別職員数の状況
（定員管理調査　各年4月1日：人）

一
　
般
　
行
　
政
　
部
　
門

特
別
行

政
部
門

公
営
企
業
等

会
計
部
門

議　　会

総務企画

税　　務

民　　生

衛　　生

農林水産

商　　工

土　　木

小　　計

教　　育

水　　道

下 水 道

そ の 他

小　　計

合　　　　計

区　　　分

部　　　門

職　員　数 対前年増減数

21年 20年 19年

2 2 2 0 ０　 0

32 31 30  1 1 －5

5     5      5       ０ ０ ０

3        3      4   0 －1    0

1    1         1    0 0 0

22 26 26 －4 0   －1 

2         2        2  0        0 0

16 16 18 0 －2 0   

７ 7      6    0    1      ０

17 18 18   －1 0 0

10 10 10 0 0   －1  

26 30 31 －4 －1  －1

89  90   88 －1  2 －6    

131   136   137   －5    －1   －7

扶養親族である配偶者を有する場合

21年 20年 19年

14 15 15 －1  0  0   

給与実態調査（平成21年4月1日現在）

6,500円

※満15歳から22歳の子については、5,000円を加算する。

給与実態調査（平成21年4月1日現在）

※職務加算（５～15%）

※期末手当の職務加算（15%）は無し

表10 級別職員数の状況（教育長を除く） （平成21年4月1日現在）

標 準 的 な

業 務 内 容

職　　員　　数

構　　成　　比
平　成
20年度

区　　　 分 １　　　　級

主　事・技　師
保健師・公務補
技　手・介護員
栄養士・看護師
調理員

3 人
2.2  %
5 人
3.8 %

２　　　　級

1 人
0.7 %
0 人
0.0 %

３　　　　級

主　任・主任技手
主 任 介 護 員
主 任 調 理 員
主 任 公 務 補

46 人
34.1 %
40 人
30.8 %

66 人
48.9 %
65 人
50.0 %

５　級

課　　長

主　　幹

９　人
6.7 %
10 人
7.7 %

６　級

課　長

10 人
7.4 %
10 人
7.7 %

計

135 人
100 %
130 人
100 %

津 別 町

市町村名
ラスパイ
レス指数

市町村名

1 0 0 . 0

ラスパイ
レス指数

美 幌 町 北 見 市 網 走 市

北 海 道

大 空 町 訓子府町

国

9 6 . 49 7 . 6 9 8 . 0

9 7 . 0 1 0 1 . 4

9 7 . 59 2 . 8

表６　ラスパイレス指数　（平成21年４月１日現在）

5,792万7千円 1億9,605万5千円4億6,862万9千円 7億2,261万1千円

677万円平　成
21年度

105人

15年以上20年未満 20年以上25年未満

195,500円

262,400円－

313,929円

262,400円

273,900円

381,000円

350,900円

312,933円

※ － 表示は該当者なし。

４　　　　級

職　　員　　数
構　　成　　比

平　成
21年度

主　事・技　師
保健師・公務補
技　手・介護員
栄養士・看護師
調理員

主　査
主 任 技 手
主 任 介 護 員
主 任 調 理 員
主 任 公 務 補

平成21年4月1日現在の職員数

は、131人です。平成20年度と比

べ、５人の減となっています。こ

れらの職員の部門別配置は、表9、

また職務、職階を表す級別の状況

は表10のとおりです。

なお、表9、10の職員数とは、地方

公務員の身分を持っている職員の

人数です。身分を持つ休職者や派

遣職員などは含まれますが、臨時

職員や非常勤職員は除かれます。

職 員 数 の 状 況

職員手当には、期末・勤勉手当、

扶養手当、住居手当、通勤手当な

ど、いろいろな種類があります。

そのうち一番大きいものが、民間

の賞与に当たる期末・勤勉手当で

す。町の職員の場合は、あらゆる

手当の支給割合または額が条例で

定められています。例えば期末手

当は年間で３.０月分、勤勉手当が

１.5月分で合計４.5月となってい

ましたが、21年中に4.15月と改正

されました。

主な職員手当の内容は表７のと

おりです。表７以外にも通勤手当、

特殊勤務手当、管理職手当、寒冷

地手当などが支給されています。

職　員　手　当

ラスパイレス指数とは、一般行政職の給与水準を比

較するために用いられる指数です。地方公共団体の一

般行政職員の学歴別・経験年数別の構成など国と同一

と仮定し、国の平均給与額を100として算出しています。

津別町および近隣自治体の指数は表６のとおりです。

ラスパイレス指数
市町村名 ラスパイ

レス指数

置 戸 町

小清水町 清 里 町 斜 里 町

9 6 . 9

9 9 . 1 9 6 . 7 9 7 . 3

給与費とは人件費の中の職員給

与と諸手当の合計です。この給与

費の平成21年度の一般会計におけ

る予算状況は、合計で７億1,127万

6千円。内訳は表２のとおりとな

っています。

平成20年度決算の人件費は、町の歳出

総額の22.2％を占めています。

人件費とは、職員や特別職（町長、副町

長、議員、各種委員など）に支給される

給料や報酬のほか、使用者が負担する健康

保険や退職手当といった共済費なども含

まれます。

町長、副町長、教育長、議会議員の給

料月額等と期末手当の支給割合は、表５

のとおりです。

給　 与　 費

人　件　費

特別職の給与・報酬

役
場
職
員
の
給
与
は
、
そ
の
職
務
に
応
じ
た
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料
と
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当
か
ら
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共
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ど
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ら
れ
て
お
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議
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町
で
は
そ
の
職
員
の
給
与
な
ど
の
状
況
に
つ
い
て
、
町
民
の
皆
さ
ん
に
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毎
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そ
の
あ
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い
ま
す
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職
員
給
与
・
職
員
数
の

状
況
を
公
表
し
ま
す

総務省から提供された共通様式による情報を町のホーム

ページで公開しています。３月中に更新予定ですのでどう

ぞご覧ください。

ＨＰアドレス【http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/】

問い合わせ先　役場総務課庶務担当 †76－2151内線208、209


